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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 ２ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 4 年 9 月 2 1 日 ( 2 0 2 2 . 9 . 2 1 )
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2 0 2 0 - 4 7 9 2 1 ( P 2 0 2 0 - 4 7 9 2 1 A )
【 公 開 日 】 令 和 2 年 3 月 2 6 日 ( 2 0 2 0 . 3 . 2 6 )
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2 0 2 0 - 0 1 2
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 1 9 - 1 6 6 8 1 8 ( P 2 0 1 9 - 1 6 6 8 1 8 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｈ ０ １ Ｌ 5 1 / 5 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｈ ０ ５ Ｂ 3 3 / 0 6 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｈ ０ ５ Ｂ 3 3 / 1 4 　 　 　 Ｂ 　 　 　
　 Ｈ ０ ５ Ｂ 3 3 / 0 6 　 　 　 　 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 9 月 1 2 日 ( 2 0 2 2 . 9 . 1 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 一 対 の 電 極 間 に 発 光 層 を 有 し 、
　 前 記 発 光 層 は 、 第 １ の 有 機 化 合 物 と 、 第 ２ の 有 機 化 合 物 と 、 発 光 物 質 と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 の Ｔ １ 準 位 お よ び 前 記 第 ２ の 有 機 化 合 物 の Ｔ １ 準 位 の う ち 、 エ ネ  
ル ギ ー 準 位 の 低 い 方 の Ｔ １ 準 位 （ Ｔ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） ） 、 お よ び 前 記 発 光 物 質 の Ｔ １ 準 位 （ Ｔ
Ｄ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） ） は 、 下 記 式 （ １ ） を 満 た し 、
【 数 １ 】

　 か つ
　 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 と 前 記 第 ２ の 有 機 化 合 物 と を 混 合 し た 材 料 の Ｓ １ 準 位 （ Ｓ ’ Ｈ （ ｅ  
ｄ ｇ ｅ ） ） と 、 Ｔ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） と の 差 は 、 下 記 式 （ ２ ） を 満 た す 発 光 デ バ イ ス （ た だ し 、  
Ｔ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） は 、 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 お よ び 前 記 第 ２ の 有 機 化 合 物 の 燐 光 ス ペ ク ト  
ル の 短 波 長 側 に お け る 発 光 端 か ら 導 か れ る Ｔ １ 準 位 の う ち 、 エ ネ ル ギ ー が 低 い 方 の Ｔ １ 準  
位 を 指 す 。 ま た 、 Ｔ Ｄ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） は 、 前 記 発 光 物 質 の 吸 収 ス ペ ク ト ル の 吸 収 端 か ら 導 か  
れ る Ｔ １ 準 位 を 指 す 。 ま た 、 Ｓ ’ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） は 、 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 と 前 記 第 ２ の 有  
機 化 合 物 と を 混 合 し た 材 料 の 蛍 光 ス ペ ク ト ル の 短 波 長 側 に お け る 発 光 端 か ら 導 か れ る Ｓ １  
準 位 を 指 す ） 。
【 数 ２ 】
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【 請 求 項 ２ 】
　 一 対 の 電 極 間 に 発 光 層 を 有 し 、
　 前 記 発 光 層 は 、 第 １ の 有 機 化 合 物 と 、 第 ２ の 有 機 化 合 物 と 、 発 光 物 質 と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 の Ｔ １ 準 位 お よ び 前 記 第 ２ の 有 機 化 合 物 の Ｔ １ 準 位 の う ち 、 エ ネ  
ル ギ ー 準 位 の 低 い 方 の Ｔ １ 準 位 （ Ｔ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） ） 、 お よ び 前 記 発 光 物 質 の Ｔ １ 準 位 （ Ｔ
Ｄ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） ） は 、 下 記 式 （ ３ ） を 満 た し 、
【 数 ３ 】

　 か つ
　 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 と 前 記 第 ２ の 有 機 化 合 物 と を 混 合 し た 材 料 の Ｓ １ 準 位 （ Ｓ ’ Ｈ （ ｅ  
ｄ ｇ ｅ ） ） と 、 Ｔ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） と の 差 は 、 下 記 式 （ ４ ） を 満 た す 発 光 デ バ イ ス （ た だ し 、  
Ｔ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） は 、 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 お よ び 前 記 第 ２ の 有 機 化 合 物 の 燐 光 ス ペ ク ト  
ル の 短 波 長 側 に お け る 発 光 端 か ら 導 か れ る Ｔ １ 準 位 の う ち 、 エ ネ ル ギ ー が 低 い 方 の Ｔ １ 準  
位 を 指 す 。 ま た 、 Ｔ Ｄ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） は 、 前 記 発 光 物 質 の 吸 収 ス ペ ク ト ル の 吸 収 端 か ら 導 か  
れ る Ｔ １ 準 位 を 指 す 。 ま た 、 Ｓ ’ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） は 、 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 と 前 記 第 ２ の 有  
機 化 合 物 と を 混 合 し た 材 料 の 蛍 光 ス ペ ク ト ル の 短 波 長 側 に お け る 発 光 端 か ら 導 か れ る Ｓ １  
準 位 を 指 す ） 。
【 数 ４ 】

【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に お い て 、
　 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 と 前 記 第 ２ の 有 機 化 合 物 と は 、 励 起 錯 体 を 形 成 す る 組 み 合 わ せ で  
あ り 、 前 記 Ｓ １ 準 位 （ Ｓ ’ Ｈ （ ｅ ｄ ｇ ｅ ） ） は 、 前 記 励 起 錯 体 の 蛍 光 ス ペ ク ト ル の 短 波 長 側  
に お け る 発 光 端 か ら 導 か れ る 発 光 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の い ず れ か 一 に お い て 、
　 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 は 、 π 電 子 不 足 型 複 素 芳 香 族 化 合 物 で あ る 発 光 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の い ず れ か 一 に お い て 、
　 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 は 、 ピ リ ジ ン 環 、 ジ ア ジ ン 環 、 ま た は ト リ ア ジ ン 環 構 造 を 有 す る  
発 光 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の い ず れ か 一 に お い て 、
　 前 記 第 １ の 有 機 化 合 物 は 、 フ ロ ジ ア ジ ン 骨 格 の フ ラ ン 環 に 芳 香 環 が 縮 合 し た 構 造 を 有 す  
る 発 光 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 に お い て 、
　 前 記 第 ２ の 有 機 化 合 物 は 、 カ ル バ ゾ ー ル 誘 導 体 で あ る 発 光 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ に お い て 、
　 前 記 カ ル バ ゾ ー ル 誘 導 体 は 、 ビ カ ル バ ゾ ー ル 誘 導 体 で あ る 発 光 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ９ 】
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　 請 求 項 ７ ま た は 請 求 項 ８ に お い て 、
　 前 記 カ ル バ ゾ ー ル 誘 導 体 は 、 ３ ， ３ ’ － ビ カ ル バ ゾ ー ル 誘 導 体 で あ る 発 光 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ９ の い ず れ か 一 に 記 載 の 発 光 デ バ イ ス と 、
　 Ｆ Ｐ Ｃ と 、
　 を 有 す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 発 光 装 置 と 、
　 マ イ ク 、 カ メ ラ 、 操 作 用 ボ タ ン 、 外 部 接 続 部 、 ま た は 、 ス ピ ー カ の 少 な く と も 一 と 、
　 を 有 す る 電 子 機 器 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ９ の い ず れ か 一 に 記 載 の 発 光 デ バ イ ス と 、
　 筐 体 、 ま た は カ バ ー の 少 な く と も 一 と 、
　 を 有 す る 照 明 装 置 。
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